
議案第 ３ 号

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令について

以下の理由により、沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令案を別紙のと

おり提出する。

令和７年３月13日提出

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満

理 由

令和７年第１回沖縄県議会（２月定例会）において、沖縄県職員の勤務時間、休日及

び休暇等に関する条例の改正が予定されていることに伴い、関係する訓令の規定を整理

する必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。



別紙

沖縄県教育委員会訓令第 号

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和７年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 半 嶺 満

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令

沖縄県教育委員会職員服務規程（昭和47年沖縄県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正する。

第24号様式の５（裏）注中

「 ⑵ 時間外勤務の免除を請求する場合については、３歳未満の子を養育する場合に限る。 」を

「 ⑵ 時間外勤務の免除を請求する場合については、小学校就学の始期に達するまでの子を養育す
に

る場合に限る。 」

改める。

附 則

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。



訓令案の概要の説明

部課名 教育庁総務課

１ 件名

沖縄県教育委員会職員服務規程の一部を改正する訓令

２ 改正の経緯及び必要性

⑴ 令和７年第１回沖縄県議会（２月定例会）において、沖縄県職員の勤務時間、休日

及び休暇等に関する条例（昭和47年沖縄県条例第43号）の改正が予定されており、子

を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合において、任命権者が正規の

勤務時間を超えて勤務させてはならない職員の範囲を、３歳に満たない子を養育する

職員から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員へと拡大されることとな

る。

⑵ ⑴に伴い、沖縄県教育委員会職員服務規程（昭和47年沖縄県教育委員会訓令第４

号）の規定を改める必要がある。

３ 改正案の概要

⑴ 時間外勤務の免除を請求する場合について、３歳未満の子を養育する場合を小学校

就学の始期に達するまでの子を養育する場合へ改める。（第24号様式の５関係）

⑵ この訓令は、令和７年４月１日から施行する。（附則）

４ 根拠法令

⑴ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第24条

⑵ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第42条

５ 添付資料

⑴ 新旧対照表

⑵ 参照条文

⑶ その他参考となる資料



新
旧
対
照
表

沖
縄
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
程
規
程
（

昭
和

4
7
年

沖
縄

県
教

育
委

員
会

訓
令

第
４

号
）
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行

（
趣
旨

）
（

趣
旨

）

第
１
条

（
略

）
第
１
条

こ
の

訓
令

は
、

別
に

定
め

の
あ

る
も

の
の

ほ
か

、
沖

縄
県

教
育

委
員

会
（

以
下

「
教

育
委

員
会

」
と

い
う

。
）

の
所

管
に

属
す

る
一

般
職

の
職

員
（

市
町

村
立

学
校

職
員

給
与

負
担

法
（

昭

和
2
3
年

法
律

第
1
3
5
号

）
第

１
条

及
び

第
２

条
に

規
定

す
る

職
員

を
除

く
。

以
下

「
職

員
」

と
い

う
。

）
の

服
務

に
関

し
必
要

な
事
項

を
定
め

る
も

の
と
す

る
。

第
１
条
の
２
～
第
1
6
条
の
８

（
略

）
第
１
条
の
２
～
第
1
6
条
の
８

（
略
）

（
育

児
を

行
う

職
員

の
深
夜

勤
務
の

制
限
の

請
求

手
続
）

第
1
6
条
の
９

（
略
）

第
1
6
条
の
９

職
員

は
、

勤
務

時
間

条
例

第
６

条
の

４
第

１
項

に
規

定
す

る
深

夜
勤

務
の

制
限

を
受

け
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

深
夜

勤
務

・
時

間
外

勤
務

制
限

（
免

除
）

請
求

書
（

第
2
4
号

様
式

の

５
）

に
よ

り
、

深
夜

に
お

け
る

勤
務

の
制

限
を

請
求

す
る

一
の

期
間

（
６

月
以

内
の

期
間

に
限

る
。

以
下

「
深

夜
勤

務
制

限
期

間
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
、

そ
の

初
日

（
以

下
「

勤
務

制
限

開

始
日

」
と

い
う

。
）

及
び

末
日

（
以

下
「

深
夜

勤
務

制
限

終
了

日
」

と
い

う
。

）
と

す
る

日
を

明

ら
か

に
し

て
、

深
夜

勤
務
制

限
開
始

日
の
１

月
前

ま
で
に

請
求
を

行
わ

な
け
れ

ば
な

ら
な
い

。

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
請

求
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
所

属
長

は
、

公
務

の
運

営
の

支
障

の

有
無

に
つ

い
て

、
速

や
か

に
当

該
請

求
を

し
た

職
員

に
対

し
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
当

該

通
知

後
に

お
い

て
、

公
務

の
運

営
に

支
障

が
生

じ
る

日
が

あ
る

こ
と

が
明

ら
か

と
な

っ
た

場
合

に

あ
っ

て
は

、
所

属
長

は
、

当
該

日
の

前
日

ま
で

に
、

当
該

請
求

を
し

た
職

員
に

対
し

そ
の

旨
を

通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

請
求

が
な

さ
れ

た
後

、
深

夜
勤

務
制

限
開

始
日

と
さ

れ
た

日
の

前
日

ま

で
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
い

ず
れ

か
の

事
由

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
当

該
請

求
は

さ
れ

な
か

っ

た
も

の
と

み
な

す
。

⑴
当

該
請

求
に

係
る

子
が

死
亡
し

た
場
合

⑵
当

該
請

求
に

係
る

子
が

離
縁

又
は

養
子

縁
組

の
取

消
し

に
よ

り
当

該
請

求
を

し
た

職
員

の
子

（
新
旧
対
照
表

1
ペ
ー
ジ
）



で
な

く
な

っ
た

場
合

⑶
当

該
請

求
を

し
た

職
員

が
当
該

請
求
に

係
る

子
と
同

居
し
な

い
こ

と
と
な

っ
た

場
合

⑷
当

該
請

求
を

し
た

職
員

の
配

偶
者

で
当

該
請

求
に

係
る

子
の

親
で

あ
る

も
の

が
、

深
夜

に
お

い
て

常
態

と
し

て
当

該
子

を
養

育
す

る
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

し
て

、
人

事
委

員
会

規
則

で
定

め
る

者
に

該
当

す
る

こ
と

と
な
っ

た
場
合

４
深

夜
勤

務
制

限
開

始
日

以
後

深
夜

勤
務

制
限

終
了

日
と

さ
れ

た
日

の
前

日
ま

で
に

、
前

項
各

号

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
事

由
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
請

求
は

、
当

該
事

由

が
生

じ
た

日
を

深
夜

勤
務
制

限
期
間

の
末
日

と
す

る
請
求

で
あ
っ

た
も

の
と
み

な
す

。

５
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
、

職
員

は
遅

滞
な

く
、

第
３

項
各

号
に

掲
げ

る
事

由
が

生
じ

た
旨

を

育
児

又
は

介
護

の
状

況
変

更
届

（
第

2
4
号

様
式

の
６

）
に

よ
り

所
属

長
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。

６
所

属
長

は
、

第
１

項
の

請
求

に
係

る
事

由
及

び
前

項
の

届
出

に
つ

い
て

確
認

す
る

必
要

が
あ

る

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

請
求

を
し

た
職

員
に

対
し

て
証

明
書

類
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
で

き

る
。

第
1
6
条
の
1
0

（
略
）

第
1
6
条
の
1
0

（
略

）

（
育

児
を

行
う

職
員

の
時
間

外
勤
務

の
制
限

及
び

免
除
の

請
求
手

続
）

第
1
6
条
の
1
1

（
略
）

第
1
6
条
の
1
1

職
員

は
、

勤
務

時
間

条
例

第
６

条
の

４
第

２
項

又
は

第
３

項
に

規
定

す
る

時
間

外
勤

務
の

制
限

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
深

夜
勤

務
・

時
間

外
勤

務
制

限
（

免
除

）
請

求

書
（

第
2
4
号

様
式

の
５

）
に

よ
り

、
時

間
外

に
お

け
る

勤
務

の
制

限
又

は
免

除
を

請
求

す
る

一
の

期
間

（
１

年
又

は
１

年
に

満
た

な
い

月
を

単
位

と
す

る
期

間
に

限
る

。
）

に
つ

い
て

、
そ

の
初

日

（
以

下
「

時
間

外
勤

務
制

限
開

始
日

」
と

い
う

。
）

及
び

末
日

（
以

下
「

時
間

外
勤

務
制

限
終

了

日
」

と
い

う
。

）
と

す
る

日
を

明
ら

か
に

し
て

、
時

間
外

勤
務

制
限

開
始

日
の

前
日

ま
で

に
請

求

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。

２
前

項
の

規
定

に
よ

る
請

求
が

あ
っ

た
場

合
に

お
い

て
は

、
所

属
長

は
、

勤
務

時
間

条
例

第
６

条

の
４

第
２

項
又

は
第

３
項

に
規

定
す

る
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

か
ど

う
か

に

つ
い

て
、

速
や

か
に

当
該
請

求
を
し

た
職
員

に
対

し
通
知

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

３
所

属
長

は
、

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
請

求
が

、
当

該
請

求
の

あ
っ

た
日

の
翌

日
か

ら
起

算
し

て

１
週

間
を

経
過

す
る

日
（

以
下

「
一

週
間

経
過

日
」

と
い

う
。

）
の

前
日

を
時

間
外

勤
務

制
限

開

（
新
旧
対
照
表

2
ペ
ー
ジ
）



（
新
旧
対
照
表

3
ペ
ー
ジ
）

始
日

と
す

る
請

求
で

あ
っ

た
場

合
で

、
勤

務
時

間
条

例
第

６
条

の
４

第
２

項
又

は
第

３
項

に
規

定

す
る

措
置

を
講

ず
る

た
め

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

時
間

外
勤

務
制

限
開

始
日

か

ら
一

週
間

経
過

日
ま

で
の

間
の

い
ず

れ
か

の
日

に
時

間
外

勤
務

制
限

開
始

日
を

変
更

す
る

こ
と

が

で
き

る
。

４
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

請
求

が
な

さ
れ

た
後

、
時

間
外

勤
務

制
限

開
始

日
と

さ
れ

た
日

の
前

日

ま
で

に
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

い
ず

れ
か

の
事

由
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

当
該

請
求

は
さ

れ
な

か
っ

た
も

の
と

み
な

す
。

⑴
当

該
請

求
に

係
る

子
が

死
亡
し

た
場
合

⑵
当

該
請

求
に

係
る

子
が

離
縁

又
は

養
子

縁
組

の
取

消
し

に
よ

り
当

該
請

求
を

し
た

職
員

の
子

で
な

く
な

っ
た

場
合

⑶
当

該
請

求
を

し
た

職
員

が
当
該

請
求
に

係
る

子
と
同

居
し
な

い
こ

と
と
な

っ
た

場
合

５
時

間
外

勤
務

制
限

開
始

日
か

ら
起

算
し

て
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

請
求

に
係

る
期

間
を

経
過

す

る
日

の
前

日
ま

で
の

間
に

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
い

ず
れ

か
の

事
由

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
同

項

の
規

定
に

よ
る

請
求

は
、

時
間

外
勤

務
制

限
開

始
日

か
ら

当
該

事
由

が
生

じ
た

日
ま

で
の

期
間

に

つ
い

て
の

請
求

で
あ

っ
た
も

の
と
み

な
す
。

⑴
前

項
各

号
に

掲
げ

る
い

ず
れ
か

の
事
由

が
生

じ
た
場

合

⑵
当

該
請

求
に

係
る

子
が

小
学
校

就
学
の

始
期

に
達
し

た
場
合

６
前

２
項

の
場

合
に

お
い

て
、

職
員

は
遅

滞
な

く
、

第
４

項
各

号
に

掲
げ

る
事

由
が

生
じ

た
旨

を

育
児

又
は

介
護

の
状

況
変

更
届

（
第

2
4
号

様
式

の
６

）
に

よ
り

所
属

長
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。

７
所

属
長

は
、

第
１

項
の

請
求

に
係

る
事

由
及

び
前

項
の

届
出

に
つ

い
て

確
認

す
る

必
要

が
あ

る

と
認

め
る

と
き

は
、

当
該

請
求

を
し

た
職

員
に

対
し

て
証

明
書

類
の

提
出

を
求

め
る

こ
と

が
で

き

る
。

第
1
6
条
の
1
2
～
第
2
4
条

（
略
）

第
1
6
条
の
1
2
～
第
2
4
条

（
略

）

第
１
号
様
式
～
第
2
4
号
様
式
の
４

（
略

）
第
１
号
様
式
～
第
2
4
号
様
式
の
４

（
略

）

第
2
4
号
様
式
の
５

（
第

1
6
条

の
９

、
第
1
6
条

の
1
1
関
係

）
（

表
）

（
略

）
第
2
4
号
様
式
の
５

（
第

1
6
条
の

９
、
第

1
6
条
の

1
1
関

係
）
（

表
）

（
略

）



（
新
旧
対
照
表

4
ペ
ー
ジ
）

（
裏

）
（

裏
）

注
注

１
に

つ
い

て
１

に
つ

い
て

「
子

の
生

年
月

日
」

欄
及

び
「

養
子

縁
組

の
効

力
が

生
じ

た
日

」
欄

は
、

子
を

養
育

「
子

の
生

年
月

日
」

欄
及

び
「

養
子

縁
組

の
効

力
が

生
じ

た
日

」
欄

は
、

子
を

養
育

す
る

た
め

に
請

求
す

る
場

合
に

お
い

て
記

入
す

る
。

な
お

、
請

求
に

係
る

子
が

請
求

の
す

る
た

め
に

請
求

す
る

場
合

に
お

い
て

記
入

す
る

。
な

お
、

請
求

に
係

る
子

が
請

求
の

際
に

出
生

し
て

い
な

い
場

合
に

は
、

「
子

の
生

年
月

日
」

欄
に

出
産

予
定

日
を

記
入

際
に

出
生

し
て

い
な

い
場

合
に

は
、

「
子

の
生

年
月

日
」

欄
に

出
産

予
定

日
を

記
入

し
、
□

出
産
予

定
日

に
✓
印

を
記

入
す
る

。
し

、
□

出
産

予
定

日
に
✓

印
を
記

入
す
る

。

２
に

つ
い

て
２

に
つ

い
て

⑴
こ

の
欄
は

、
子

を
養
育

す
る

た
め
に

請
求
す

る
場

合
に

お
い

て
記

入
す

る
。

⑴
こ

の
欄

は
、

子
を
養

育
す
る

た
め
に

請
求

す
る
場

合
に
お

い
て

記
入
す

る
。

⑵
「

就
業
し

て
い

る
」
と

は
、

就
業
日

数
が
１

月
に

３
日

を
超

え
る

こ
と

を
い

う
。

⑵
「

就
業

し
て

い
る
」

と
は
、

就
業
日

数
が

１
月
に

３
日
を

超
え

る
こ
と

を
い

う
。

３
に

つ
い

て
３

に
つ

い
て

こ
の

欄
は
、

要
介

護
者
を

介
護

す
る
た

め
に
請

求
す

る
場

合
に

お
い

て
記

入
す

る
。

こ
の

欄
は

、
要

介
護
者

を
介
護

す
る
た

め
に

請
求
す

る
場
合

に
お

い
て
記

入
す

る
。

４
に

つ
い

て
４

に
つ

い
て

⑴
子

を
養

育
す

る
た

め
に

深
夜

勤
務

の
制

限
を

請
求

す
る

場
合

に
は

、
当

該
請

求
に

⑴
子

を
養

育
す

る
た

め
に

深
夜

勤
務

の
制

限
を

請
求

す
る

場
合

に
は

、
当

該
請

求
に

係
る

子
が

満
６

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

3
1
日

以
前

の
日

を
制

限
終

了
日

係
る

子
が

満
６

歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

3
1
日

以
前

の
日

を
制

限
終

了
日

と
し

て
請
求

す
る

。
と

し
て

請
求

す
る

。

⑵
時

間
外

勤
務

の
免

除
を

請
求

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

小
学

校
就

学
の

始
期

に
達

⑵
時

間
外

勤
務

の
免

除
を

請
求

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

３
歳

未
満

の
子

す
る

ま
で
の

子
を

養
育
す

る
場

合
に
限

る
。

を
養
育

す
る
場

合
に
限

る
。

第
2
4
号
様
式
の
６
～
第
2
9
号
様
式

（
略

）
第
2
4
号
様
式
の
６
～
第
2
9
号
様
式

（
略

）






